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２）居住誘導区域の設定 

本章２－１）で整理した、居住誘導区域の考え方（設定の基準）に基づき、下図

のとおり居住誘導区域を設定します。 

なお、河川区域が市街化区域に含まれないため居住誘導区域も分断されていま

すが、本計画では、一体的な居住誘導区域として捉えます。 

■区域設定図（居住誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住誘導区域Ａの基本となるエリア】 
交通利便性が高く、都市機能が集積するエ
リアであるが、人口減少、高齢化の進展が
顕著で、空き家等も多く分布するエリア
（まちなか（中心市街地）） 

【まちなか（中心市街地） 
から除くエリア】 

土砂災害警戒区域であるこ
と及び居住エリアとしての
連担性を踏まえ、居住誘導
区域から除くエリア 

※居住誘導区域に、浸水想定区域（想定浸水深：2.0ｍ未満）は含まれます。 
※新たに災害危険区域などが指定された場合、居住誘導区域から除きます。 

【まちなか（中心市街地）から 
除くエリア】 

土砂災害警戒区域又は 
想定浸水深 2.0ｍ以上のため、 
居住誘導区域から除くエリア 

0       0.5       1.0km 

【居住誘導区域Ｂの基本となるエリア】 
住環境が整っており、人口が増加している
エリアであり、比較的若い世代が多いが将
来的に高齢化が顕著に進むエリア  

【まちなか（中心市街地）から 
除くエリア】 

大規模工場が立地しており、工業
を保全していくエリア 
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